
申込フォーム入力時は、西暦で
表示されます。

職務経験を記入の際は、必ず受
験案内又は裏面に記載の「職務
経験に関する注意事項」を参照
し、職務経験として通算の対象
となるか確認してください。

R7.5.10～R8.7.31の期間は1年2
月22日。1月未満の端数は15日
以上は1月として換算するため、
1年3月となる（14日未満は切り
捨て）。

職務履歴書 記入例

H26.4.1～R2.3.31の期間は6年だ
が、育児休業期間（連続1か月以
上勤務していない期間）が1年間
あるため、期間の欄にはその期
間を除いた「5年」を記入。
連続１か月以上勤務しなかった
期間は、下の欄にも記入する。

週30時間以上勤務していないの
で通算の対象外。

1年以上継続して勤務していない
ので通算の対象外。

就業期間中に連続1か月以上勤務
しなかった期間を記入する。（育
児休業や病気休暇など）
該当がなければ｢なし｣と記入する。

上記の対象となる就業期間を足し
上げて通算期間を記入する。

記入上の留意点
・入力は試験申込フォームから行ってください。
・一部の項目については最大文字数を設定しておりますので、文字数が収まるように入力してください。

【別紙】

具体的に記入
※最大文字数（100字）

具体的に記入
※最大文字数（100字）

具体的に記入
※最大文字数（100字）

受験番号欄は記入不要です。



① 本年７月３１日までの期間において複数の職務経験がある場合には、通算することができます。ただし、通算できる職務経験は、会社
員、団体職員、自営業者等として週３０時間以上の勤務を１年以上継続して就業した経験のみです。

② 群馬県の職員であった期間は通算することができません。
群馬県の職員には、警察官や教員等が含まれます。また、会計年度任用職員や任期付職員、臨時的任用職員も含みます。

③ 雇用期間が１年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用契約が更新され、同一の勤務に継続して従事した場合であって、更
新前後の就業期間を合算して１年以上となる場合は、その期間を通算することができます。

④ 独立行政法人国際協力機構法に基づく国際貢献（青年海外協力隊又は日系社会青年海外協力隊として１年以上継続して活動した期間に
限る。）は、職務経験に通算することができます。

⑤ 同一の期間に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職務経験のみを通算することができます。
⑥ 休暇・休業・休職等のため、１か月以上継続して職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験に通算することが
できません。

⑦ 職務経験は、月単位で算定することとします。１月未満の期間が生じた場合、１５日以上は１月として計算し、１４日以下は切り捨て
ることとします。

⑧ 最終合格決定後、任命権者において、職歴証明書の提出を求めます。証明書により職務経験を確認できない場合は、採用される資格を
失います。

※ 職務経験に関する注意事項（本年7月31日現在における民間企業等での職務経験が通算５年以上あることが受験要件です。）

自由に記入
※最大文字数（300字）

・取得年月は、和暦で月まで記入し
てください。（日は不要）
・和暦については全角アルファベッ
トで記入してください。
（令和→Ｒ、平成→Ｈ、昭和→Ｓ）
・取得見込みの資格がある場合には
「月」の後に「（見込）」と記入し
てください。

受験番号は記入不要です。

自由に記入
※最大文字数（300字）

自由に記入
※最大文字数（300字）

自由に記入
※最大文字数（300字）
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